
事」として主体的に参画することが求められております。誰もが役割を持ち、活躍でき

る「地域共生社会」の実現を目指し、連携・協働により、地域生活の課題解決に向けた

包括的な支援体制を整備することが必要です。

　このような中、社会福祉協議会には、中核的役割や機能を担う組織としての専門性を

発揮していくことが期待されております。一体的に策定し、３年目を迎える本会の「第

４期伊達市地域福祉活動計画」と市の「第４期伊達市地域福祉計画」の目標を基本とし

て、高齢者、障がい児・者、生活困窮者への支援、ボランティア活動及び福祉共育の更

なる充実を進めるとともに基本理念の「こころ寄り添う健やかなまちづくり～地域共生

社会をめざして～」の実現に向け、地域福祉事業を積極的に展開してまいります。

　また、社会福祉法人として、これまで以上の経営組織のガバナンス（管理・監督）や

財務規律の強化、事業運営の透明性の向上が求められていることから、最終年度となる

「第２期社会福祉法人伊達市社会福祉協議会経営健全化計画」に基づき、組織・経営の

健全化と本会の果たすべき役割を継続していくための財政基盤の改善に努めてまいりま

す。

　さらに、介護事業及び障がい福祉サービス事業につきましては、人材不足や民間事業

所との競合等から厳しい経営状況が続いていることから、職員の処遇改善による人材確

保や事業所の持続可能な運営体制の構築を図り、市民に求められる事業所運営に取り組

みます。

重点目標

１．財政基盤の安定化に向け、「第２期社会福祉法人伊達市社会福祉協議会経営健全化

　　計画」の実行に取り組みます。

　○「第２期経営健全化計画」の方針のもと、安定した組織運営や事業展開を行うため、

　　 持続可能な財政基盤の確立に努め、本会の更なる発展と健全な財政運営を目指しま

　　 す

　令和６年度社会福祉法人伊達市社会福祉協議会事業計画

基本方針

　地域社会を取り巻く環境は、少子・高齢化、人口減少の進行、家族機能の変化など社

会環境が著しく変化し、それに伴い地域における住民同士の交流形態も大きく変わり、

住民相互のつながりが希薄化し、地域における生活課題は複雑化・多様化しております。

　このように地域社会を取り巻く状況が著しく変化する中、すべての人が住み慣れた地

域で安心して生活していくためには、あらゆる関係機関、地域組織や福祉団体が「わが



　〇 ３期目となる「経営健全化計画」（令和７年度～令和９年度）の策定に取り組み、

　　 本会の更なる発展と健全な財政運営を目指します

２．地域共生社会の実現に向け「第４期伊達市地域福祉活動計画」の推進･実行に取り

    組みます。

　　 目標のもと、住み慣れた地域や住まいで安心して暮らせる環境を整備し、地域全体

　　 で支え合う福祉のまちづくりの推進に努めます

　○「第４期伊達市地域福祉計画｣（市策定）と連携して、地域福祉の更なる充実を図り

   　ます　

３．社会資源を有効に活用した地域福祉事業に取り組みます。

　○地域福祉活動を推進するため、地域サロンの拡大や各世代に対応した福祉共育の充

　　実に努め、福祉人材の育成に取り組みます

　　ての講座などを開催し、新たなボランティアの創出に努めます

４．各種相談支援体制の機能強化に取り組みます。

　　おいて、迅速かつ専門性を活かした相談支援を行います

５．関係機関・団体と連携・協働し、住民の安全・安心な生活支援に取り組みます。

　○福祉課題の把握に向け、民生児童委員、行政や福祉施設、福祉団体及びＮＰＯ法人

　　す

６．介護事業及び障がい児通所支援事業の適正な経営に取り組みます。

　　れるよう質の高い介護サービスの提供に努め、特に通所介護事業については、経営

　　状況を分析し、事業内容と経営の改善に取り組みます

　○障がい児通所支援事業については、障がい児・者の特性に適応した利用者本位の療

　　育・支援に取り組みます



１ 組織運営の充実強化 ① 『第２期社会福祉法人伊達市社会福祉協議会経営健全化計画』の

実践

　組む

②

新

③ 理事会、評議員会の開催

④ 定期監査の実施（年２回）

　　　

２ 経営基盤の確立 ① 社協会員の加入促進（自主財源の確保）

○一般会員会費　　年額　　１口　１,０００円

○特別会員会費　　年額　　１口　３,０００円

○法人会員会費　　年額　　１口　５,０００円

② 受託事業の適正運営

③

３ ｢地域福祉活動計画｣ ①

の普及・推進 ○第４期地域福祉活動計画の３年目として周知･普及を図るとともに

　福祉活動推進組織及び関係機関等と協働推進し、進行管理を行う

４ 地域リーダーとの ① 地域福祉推進委員会の開催

協働・連携

  ことで地域福祉の充実化を図るため、定期的に会議を開催する

② 地域福祉事業検討会議の開催

○民生児童委員との協働により円滑に地域福祉事業を進めるため、

　定例会へ出席するとともに方部民協会長との検討会議を開催する

③ 各種リーダー研修会の開催

介護事業、介護予防・生活支援総合事業及び障がい福祉事業の分析

と対策

『第４期伊達市地域福祉計画･地域福祉活動計画』の推進

○地域における福祉課題を把握し、地域福祉事業に係る評価を行う

○福祉活動推進組織及びボランティアリーダーを育成し、資質向上

　と継続支援を図るため、研修会・懇談会等を開催する

重 点 事 業 事　業　内　容

○第２期経営健全化計画の最終年度における方向性と具体的改善に取り

『第３期伊達市社会福祉協議会経営健全化計画』の策定

○安定した経営、組織体制の見直しに向けて、第３期経営健全化計画

  (３か年)を策定する



重 点 事 業 事　業　内　容

５ 地域福祉事業の推進 ① 多様性を包括した共生型地域づくりの推進

○地域の身近なつながりによる住民主体の取組み連携に向け、福祉

　関係機関と協働を図るための検討を行う

② 小地域ネットワーク活動との連携

　交流の場や機会づくりの取組みに対し側面支援を行う

③ 高齢者福祉事業の充実

○地域における見守りを通じて生きがい増進と孤立化予防を図り、

　住み慣れた所で安心して暮らせるように、地域全体で在宅生活を

　支える体制づくりを推進する

○民生児童委員を通じて、高齢者(７５歳以上)等要援護世帯へ

　「安心情報キット」を配付し、緊急・災害時における関係機関

  等の迅速かつ的確な対応につなげる

④ 障がい児･者福祉の充実

○障がい児･者と家族及びボランティアがともに参加し、スポーツ・

　レクリエーションを通じてふれあうイベントを開催する

⑤

○学童期における福祉観の醸成を図るため、教育関係機関と連携し、

　ボランティア体験等を通じた児童･生徒の福祉共育を推進する

 ・小学校、中学校、高等学校への出向き型福祉共育

 ・サービスラーニング(社会奉仕活動へつながる学び)の導入

　　　ティア体験・地域活動への参加)を行うこと。

児童福祉・子育て支援事業の充実

　　※サービスラーニングとは、奉仕活動と学生活動を統合させた学習方法。

　　　学生が教室で得た知識により、地域社会において社会貢献活動(ボラン

○小地域における身近な「サロン」の立上げ、継続支援のために

　サロンヘ出向く等、側面支援を行う（訪問支援・出前講座等）

・高齢世帯見守り訪問(夏季・冬季：民生委員による声かけ訪問)

・一人暮らしささえ愛電話(電話による定期的な安否確認)

 ・たのしいウォークラリー大会 (９月)

 ・みんなのクリスマス会 (１２月)

○地域の福祉課題を共有するとともに身近な支え合い活動を推進し

　住民・関係機関等の参加促進により地域福祉活動の充実化を図る

 ・地域自治組織等との連携・協働（訪問支援・出前講座）

 ・生活支援体制整備事業 (生活支援コーディネーターの配置)

 ［伊達市受託事業］

○福祉活動推進組織(地区社協･福祉会)の立上げ及び継続化を図り、



重 点 事 業 事　業　内　容

５ 地域福祉事業の推進  ・サマーショートボランティア(学生・社会人)

 ・ジュニア・ミニジュニアボランティア(全地域)

⑥

 ・災害ボランティア講座（高校生以上） [拡充]

 ・スキルアップ研修（傾聴・調理ボランティア等）

⑦ 包括的支援体制による相談支援の充実・連携

○生活困窮者自立支援事業［伊達市受託事業］

新

○生活保護受給者就労支援事業［伊達市受託事業］

⑧

⑨ 災害見舞金の交付

⑩ 助成金及び祝い金品贈呈事業 

○福祉推進団体等に対し事業等への助成を行う

 ・地区社協、福祉会への助成

 ・民生児童委員協議会（方部・連協）への助成

 ・福祉団体への助成（老ク連・身障福祉会・親の会等）

○生活困窮者世帯等の自立支援に係る食料提供

 ・フードバンク（災害時・緊急一時的な食料等提供）

 ・フードドライブ（市民･団体からの食糧寄贈）

利用者の権利擁護に係る苦情解決事業への取り組み

○苦情解決委員会を開催し、迅速な対応と適切な事業運営を行う

○火災、自然災害等による罹災世帯に対し、見舞金を交付する

 ・生活援助資金貸付事業

○障がい者就労支援(就労サポート専門員配置)事業［伊達市受託事業］

 ・障がい者への就労相談・定着支援

 ・ハローワーク等関係機関との連携

 ・家計改善支援事業

 ・就労準備支援事業

 ・体験型ボランティア講座（中学生以上）

○弁護士による法律相談 (巡回型・月１回・年間１２回)

○日常生活自立支援事業（あんしんサポート） ［県社協受託事業］

 ・福祉サービス利用援助、金銭管理、預かり保管サービス

○低所得世帯向け資金貸付事業

 ・生活福祉資金貸付事業 ［県社協受託事業］

　配置し、情報提供や相談・登録・紹介機能の充実を図る

 ・伊達市ボランティアセンター事業（本所・支所）

 ・ボランティア交流スペースの充実（ボランティアセンター内）

○ボランティアの育成と多様なニーズに合わせた講座の開催

○ボランティアへの参加促進・継続支援を図る研修会等の開催

 ・集まれボランティア（支所単位）

 ・子ども食堂、障がい児事業所等への側面支援

ボランティアセンターの運営

○ボランティアを育成し活動を推進するため、コーディネーターを



重 点 事 業 事　業　内　容

５ 地域福祉事業の推進

⑪ 大学、専門学校等の資格取得に係る実習生等の受け入れ

⑫ スポーツレクリエーション用品貸出事業

⑬ 福祉バス運行事業

⑭ 車椅子同乗自動車貸出事業

６ 広報啓発事業 ① 福祉表彰式の開催

② 広報啓発・情報提供

７ 介護サービス事業所 ①

等の適切な経営 サービス地域 事業所拠点 拠点数 定員

伊達

梁川

霊山

伊達 ２２

霊山 ３０

ホームヘルプサービス事業
（高齢者の訪問介護）

市内全域 ３ ―

デイサービス事業
（高齢者の通所介護）

市内全域 ２

　発信等、市民多世代へのわかりやすい情報提供・周知に努める

 ・広報誌「社協だより」を発行し、市内全戸に配布（年６回）

 ・新たな情報媒体（ＳＮＳ等）によるリアルタイムな情報発信

介護事業、介護予防・生活支援総合事業の健全経営

事　　業　　名

居宅介護支援事業
（居宅介護計画作成）

市内全域 伊達 １ ―

 ・百歳賀寿祝金の贈呈

 ・金婚夫婦への祝品贈呈

 ・全国大会出場等激励金の贈呈

 ・カローリング競技用セット

 ・ボッチャ競技用セット

○定期的な広報とともに、多様な情報媒体を導入した福祉情報の

 ・ボランティア団体（サークル）活動支援金の助成

 ・ふれあいサロン運営費、活動支援金の助成 

 ・障がい者診断書料助成（身障･療育･精神保健福祉手帳取得申請）

 ・権利擁護（あんしんサポート）利用料への助成

 ・高齢者作品展開催への助成（各町老ク連）

○該当者に対し、表彰式等において祝い金品を贈呈する

 ・障がい者就労支援事業所（ＮＰＯ法人:Ｂ型）への助成

 ・敬老会実施団体への助成（婦人会・自治会等）



重 点 事 業 事　業　内　容

７ 介護サービス事業所 ②

等の適切な経営 サービス地域 事業所拠点 拠点数 定員

伊達

梁川

霊山

―

１０

１０

１０

相談支援事業

③

サービス地域 事業所拠点 拠点数 定員

④ 介護事業及び障がい福祉サービス事業の利用者の人権の擁護、虐待

防止等の更なる推進

新

　行う

８ 各種募金運動の推進 ①

②

③

―

○虐待防止検討委員会を開催し、虐待の発生又は再発防止の対策を

日本赤十字社社員増強運動（５月）

赤い羽根共同募金運動（１０月～１２月）

伊達地方日赤有功会・伊達方部赤十字奉仕団連絡協議会への支援

［伊達市受託事業］

地域包括支援センター事業
（高齢者相談窓口）

霊山･月舘 霊山

伊達

 　整備事業)

［伊達市受託事業］

高齢者受託事業

事　　業　　名

伊達
２

市内全域
伊達郡内
福島市内

保原 １ ―

(障がい児･者の計画相談支援）

(身体障がい者・知的障がい

市内全域

 者の基本相談支援)

［伊達市受託事業］

新(障がい者の地域生活拠点

日中一時支援事業 市内全域
伊達郡内
福島市内

保原 １ １０（未就学児・就学児の預かり）

ハッピーわんぱく園

　　伊達市ひまわり園

放課後等デイサービス事業
（就学児の療育・支援）

市内全域
伊達郡内
福島市内

保原 ３　　伊達市すまいる園

　　伊達市第２すまいる園

　　伊達市にじいろ園

デイサービス事業
（障がい者の通所介護）

市内全域 伊達 １ ―

児童発達支援事業
（未就学児の療育・支援）

市内全域
伊達郡内
福島市内

保原 １ １０

障がい福祉サービス事業の健全経営

事　　業　　名

ホームヘルプサービス事業
（障がい者の訪問介護）

市内全域 ３ ―


